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(証券コード6669)

平成26年10月10日

株 主 各 位
京都市上京区烏丸通下立売上ル桜鶴円町374番地

シ ー シ ー エ ス 株 式 会 社
代表執行役社長 各 務 嘉 郎

第21回定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第21回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年10月28日(火曜日)営

業時間終了時(午後６時)までに到着するようご返送くださいますようお願い申し

上げます。

敬　具

記

１．日 時 平成26年10月29日（水曜日）　午前10時

２．場 所 京都市上京区烏丸通り下長者町上ル龍前町605番地

京都ガーデンパレス　２階　葵の間

－ 1 －

株主各位



2014/09/26 14:52:38 / 14020571_シーシーエス株式会社_招集通知

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第21期（平成25年８月１日から平成26年７月31日まで）

    事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査

    委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第21期（平成25年８月１日から平成26年７月31日まで）

    計算書類報告の件

決 議 事 項

議　　案 取締役６名選任の件

以　上

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に

  ご提出くださいますようお願い申し上げます。

○当社では、インターネット上の当社ウェブサイト(ホームページアドレス

http://www.ccs-inc.co.jp）において招集ご通知を提供しております。

  なお、事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に修正

が生じた場合には、上記当社ウェブサイトにおいて掲載させていただきま

す。

－ 2 －
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（添付書類）

事　業　報　告

(平成25年８月１日から
平成26年７月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国経済は、税制改正・金融政策の効果や円安

を背景に、企業収益や設備投資に持ち直しの動きが見られるなど、景気は緩

やかな回復基調で推移いたしました。一方で海外は、北米においては個人消

費が堅調に推移したことで民間需要を中心に景気は緩やかな回復基調が続き、

欧州は債務問題からの立ち直りとともに明るい兆しが見え始めております。

中国をはじめとしたアジア圏では、景気は堅調に推移したもののその成長は

緩やかなものとなりました。

　このような状況の中、当社グループでは「弛まぬ変革と飽くなき挑戦」を

スローガンに掲げ、全社員が一丸となって、より高品質、高付加価値の照明

製品や光応用製品を生み出すことに加え、当社が創業以来、蓄積してきたノ

ウハウを活用した「ライティング・ソリューション」を広く市場へ提供する

ことで、「光を科学し、社会に貢献する」という基本理念の実現に取り組ん

でおります。

　当社グループの主たる事業分野である工業用照明分野は、電子部品・半導

体業界における設備投資の緩やかな回復および自動車業界や三品（食品、薬

品、医薬品）業界の堅調な設備投資を背景に、特に下期において売上高は堅

調に推移しました。また、海外におきましては、中国広東省に設立した現地

企業との合弁会社「東莞鋭視光電科技有限公司」が本格稼働いたしました。

　以上の結果、国内売上は前年同期に比べ微増、海外売上は円安による為替

効果もあり大きく伸長いたしました。

　平成26年３月に、レボックス株式会社との共同開発による高出力光源ユニ

ット「ＰＦＢＲ‐150ＳＷ」を発売し、同年６月には株式会社アートレイとの

共同開発による産業用エリアカメラ「スマートライティングコントローラー

ＵＳＢカメラ」を発売する等、積極的に推進してきた企業連携の効果も表れ

－ 3 －
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始めています。さらに、同年７月には、より高度なキズ検出を可能にしたラ

インセンサ用照明「ＬＮＩＳシリーズ」を発売し、先進的な技術開発を基礎

とした製品の投入およびソリューションの高度化によるお客様満足度の向上

に取り組んでおります。

　新規事業分野では、当社の強みである「自然光ＬＥＤ」による優位性を活

かした積極的な拡販を進めた結果、売上は好調に拡大いたしました。

　利益面では、合弁会社立上げに伴う費用や、ソリューション力の強化に向

けた製品開発の加速などを背景に先行投資に伴う費用が発生したものの、一

方で、収益性改善に向けた取り組みが功を奏し、営業利益、経常利益が大幅

に改善いたしました。

　以上の結果、売上高5,509百万円（前年同期比13.4％増）、営業利益561百

万円（前年同期比37.0％増）、経常利益491百万円（前年同期比39.4％増）、

当期純利益398百万円（前年同期比12.0％減）となりました。

(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は

266百万円であります。

　その主なものは、研究開発設備、生産関連設備及びシステム関連等であり

ます。

(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度における資金調達は、次のとおりであります。

　当社グループは、長期借入金の一部について金利コストの圧縮を図るべく、

借り換えを実施しております。また、運転資金として短期借入金40百万円を

調達しております。

－ 4 －
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(4) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分
第 18 期

(平成23年７月期)
第 19 期

(平成24年７月期)
第 20 期

(平成25年７月期)
第 21 期

(平成26年７月期)

売 上 高 5,314,233 5,296,751 4,860,366 5,509,922

経 常 利 益 179,005 211,843 352,916 491,903

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ）

89,200 △115,099 453,277 398,884

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ )

(円 ) 4,312.42 △4,465.88 17,573.67 96.28

総 資 産 6,179,555 5,494,281 5,728,617 6,058,530

純 資 産 2,097,268 1,900,594 2,744,919 3,131,331

１株当たり純資産額 (円 ) 53,101.69 42,900.58 83,708.94 511.93

（注）当社は平成26年２月１日付で普通株式１株につき200株の割合をもって株式分割を行っておりますが、

当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり

純資産額を算定しております。

②　当社の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分
第 18 期

(平成23年７月期)
第 19 期

(平成24年７月期)
第 20 期

(平成25年７月期)
第 21 期

(平成26年７月期)

売 上 高 4,665,481 4,746,462 4,272,067 4,705,812

経 常 利 益 371,666 311,659 289,607 367,240

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ）

298,223 △875,390 625,644 316,161

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ )

(円 ) 14,417.75 △33,965.21 24,256.38 76.31

総 資 産 5,660,964 4,801,902 5,239,185 5,224,696

純 資 産 2,660,751 1,745,840 2,317,311 2,579,299

１株当たり純資産額 (円 ) 80,375.75 35,420.93 63,041.60 378.52

（注）当社は平成26年２月１日付で普通株式１株につき200株の割合をもって株式分割を行っておりますが、

当事業年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益及び１株当たり純資

産額を算定しております。

－ 5 －
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(5) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

CCS America,Inc. 500千USD 100.0％
ＬＥＤ照明装置および
制 御 装 置 の 販 売

CCS Asia PTE.LTD. 50千SGD 100.0％
画 像 処 理 関 連 製 品 の
製 造 お よ び そ の 販 売

CCS Europe N.V. 230千EUR ※ 100.0％
ＬＥＤ照明装置および
制 御 装 置 の 販 売

東莞鋭視光電科技有限公司 18,140千元 51.0％
工 業 用 照 明 機 器 の
開発、製造および販売

CCS-ELUX LIGHTING 
ENGINEERING PVT.LTD.

30,000千INR ※ 100.0％
ＬＥＤ照明装置および
制御装置の設計・開発

（注）１.※印は間接所有を含む比率であります。

２.東莞鋭視光電科技有限公司は、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範

囲に含めております。また、資本金は登録資本金を記載しております。

－ 6 －
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(6) 対処すべき課題

　当社グループは、中長期の経営計画の基本方針として、以下の３つを掲げ

て取り組んでまいります。

① 経営体質の革新

② マシンビジョン事業の拡大と新規事業の再構築

③ 開発力の更なる革新強化

　当社グループは、これらの基本方針を実現するための重要課題を以下のと

おり認識しております。

① 経営体質の革新

　当連結会計年度において、棚卸資産の圧縮や製造コストの削減等、生産性

向上によるコスト削減を進めてまいりました結果、収益性が大きく改善され

ました。今後も引き続き生産性向上に取り組み、収益力を強化するとともに、

効率的な資金運用を実施することで、財務体質を強化してまいります。

　さらに、当連結会計年度において、他社との業務提携による事業の強化を

進めてまいりました。引き続き積極的な業務提携を推進し、さらなる売上・

利益規模の拡大を追求してまいります。

　また、社内教育の強化、適材適所の人材登用をすすめ、リーダー人材の再

教育・充実強化による組織力の強化に取り組んでまいります。

② マシンビジョン事業の拡大と新規事業の再構築

　当社グループの収益の柱であるマシンビジョン照明分野において、国内市

場では、顧客の懐に入り込む営業戦略・手法に徹し営業力の再強化を図りま

す。そして、トップメーカーとしての更なる地位の強化に取り組んでまいり

ます。また、ラインセンサ用照明、ＵＶ照射器等、新しい製品領域での事業

の拡大をすすめてまいります。これらにより、ＣＣＳブランドの絶対的優位

性を確立します。

　海外においても全エリアでトップシェアの獲得を目指し、未開拓エリアや

攻めきれていない海外市場への積極的攻勢をかけます。また、顧客企業のグ

ローバル展開および海外におけるマシンビジョン照明市場の拡大に対応し、

国内、海外を問わないシームレスなサービスを提供するとともに、各地域固

有の顧客ニーズに適合した製品の投入を進めてまいります。さらに、現地企

業との業務提携を積極的に推進し、顧客対応のスピードとコスト競争力の強

化を図ります。

－ 7 －
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　新規事業分野については、デバイス、美術館・博物館、メディカル、アグ

リバイオ向け照明の４領域で、当社グループのコアコンピタンスを効率的に

活用していきます。また、適正投資額の範囲を見定めながら、事業の統合や

より成長性の高い事業の新芽発掘を進め、堅実な事業拡大を図ってまいりま

す。

③ 開発力の更なる革新強化

　当社グループは、製品企画機能の組織化により、マーケティング力および

シームレスに製品を生み出す企画力を強化しております。あわせてコア技術

の育成や次世代技術の先行開発など、技術開発力の向上に努め、市場ニーズ

を先取りした業界をリードする製品を開発し、次から次へと間断なく市場投

入してまいります。

　また、ものづくりコア技術を育成強化するとともに、外注マネージメント、

海外生産拠点の強化および海外調達を推進することで、コスト競争力ともの

づくり力を強化してまいります。

－ 8 －
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(7) 主要な事業内容(平成26年７月31日現在)

　当社グループは、ＬＥＤを光源とする照明装置及びＬＥＤ照明装置の調光

等の機能を有する制御装置の製造販売を主たる事業としております。

　なお、事業の内訳は以下のとおりであります。

事業 分　野 事　業　内　容

Ｌ

Ｅ

Ｄ

照

明

事

業

工 業 用 照 明 分 野

主に生産ラインに組み込まれる画像処理装置で

使われるＬＥＤ照明装置および制御装置の開

発・製造・販売を行っております。

新 規 事 業 分 野

ＬＥＤ照明装置用のＬＥＤデバイスの開発・製

造・販売のほか、メディカル分野向け、アグリバ

イオ分野向け、美術館・博物館向けのＬＥＤ照明

装置および制御装置の開発・製造・販売を行って

おります。

(8) 主要な事業所(平成26年７月31日現在)

①　当社の主要な事業所

本社　　　　　京都市上京区

工場　　　　　生産センター（京都市下京区）

営業所　　　　東京営業所（東京都渋谷区）

営業所　　　　名古屋営業所（名古屋市中村区）

研究所　　　　光技術研究所（京都市上京区）

駐在員事務所　上海代表處（中国上海市）

駐在員事務所　深圳代表處（中国広東省深圳市）

駐在員事務所　台湾代表處（台湾新竹県竹北市）

②　主要な子会社の事業所

CCS America,Inc.　　　　　　　　　　　   アメリカ合衆国

CCS Asia PTE.LTD.　　　　　　　　　　　　シンガポール共和国

CCS Europe N.V.　　 　　　　　　　　　　 ベルギー王国

CCS-ELUX LIGHTING ENGINEERING PVT.LTD.　 インド共和国

東莞鋭視光電科技有限公司　　　　　　　　 中国

－ 9 －
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(9) 使用人の状況(平成26年７月31日現在)

①　企業集団の使用人の状況

事 業 部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

L E D 照 明 事 業 213名（161名） ８名増（107名増）

（注）使用人数は就業員数であり、臨時従業員数の平均雇用人員は、外書で（　）内に年間の平

均人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

 187名(46名）  ２名増（５名減） 38.7歳 6.7年

（注）使用人数は就業員数であり、臨時従業員数の平均雇用人員は、外書で（　）内に年間の平

均人員を外数で記載しております。

(10) 当社の主要な借入先の状況(平成26年７月31日現在)

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 429,222千円

株 式 会 社 京 都 銀 行 320,000千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 272,000千円

株 式 会 社 滋 賀 銀 行 177,805千円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 170,000千円

（注）上記金額には、社債の未償還残高を含めております。

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 10 －
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２．会社の株式に関する事項（平成26年７月31日現在）
　当社は、平成25年９月26日開催の取締役会決議、平成25年10月29日開催の第20
回定時株主総会及びＡ種優先株主による種類株主総会における定款の一部変更
の承認可決により、平成26年２月１日を効力発生日として、普通株式を１株につ
き200株の割合をもって分割するとともに、普通株式の単元株式数を100株とする
単元株制度を採用しております。なお、Ａ種優先株式につきましては、株式分割
は行わず、単元株式数を１株といたしました。

（1）発行可能株式総数　　　普通株式　　　　12,000,000株

　　　　                   Ａ種優先株式　　　　 5,103株
（注）平成26年２月１日付にて実施した株式分割（普通株式１株につき200

株）に伴い、普通株式の発行可能株式総数は11,940,000株増加してお
ります。

（2）発行済株式の総数　　　普通株式　　　　 4,138,000株

　　　　                   Ａ種優先株式 　　　　5,103株
（注）平成26年２月１日付にて実施した株式分割（普通株式１株につき200

株）に伴い、普通株式の発行済株式の総数は4,117,310株増加しており
ます。

（3）株主数　　　　　　　　普通株式 　　　　　　3,160名

　　　　                   Ａ種優先株式　 　　　　 ４名

（4）大株主（上位10名）

株　主　名
持 株 数

持株比率
普通株式 Ａ種優先株式 合計

ピ ー ス ヴ ィ ラ ・ エ ル ピ ー 483,000株 －株 483,000株 11.7％

ハッピーコースト・エルピー 290,400株 －株 290,400株 7.0％

株 式 会 社 サ ン ・ ク ロ レ ラ 270,000株 －株 270,000株 6.5％

三 菱 化 学 株 式 会 社 255,200株 －株 255,200株 6.2％

サン・クロレラ販売株式会社 112,000株 －株 112,000株 2.7％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 88,600株 －株 88,600株 2.1％

茂 木 政 道 87,400株 －株 87,400株 2.1％

カ ー ム シ ー ・ エ ル ピ ー 68,400株 －株 68,400株 1.7％

プ レ ザ ン ト ・ バ レ ー 57,200株 2,866株 60,066株 1.4％

シーシーエス従業員持株会 56,400株 －株 56,400株 1.4％

　（注）Ａ種優先株式については、定款の定めにより議決権を有しておりません。
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３．会社の新株予約権等の状況

該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び執行役の状況（平成26年７月31日現在）

①　取締役

地 位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 各 務 嘉 郎 指 名 委 員 長

取 締 役 松 室 伸 二 報 酬 委 員 長
CCS-ELUX LIGHTING
ENGINEERING PVT.LTD.
マネージングディレクター

取 締 役 中 河 光 雄
監 査 委 員 長
指 名 委 員
報 酬 委 員

公認会計士
グローバル監査法人
代表社員

取 締 役 酒 見 康 史
指 名 委 員
報 酬 委 員
監 査 委 員

弁護士
株式会社松風社外監査役

取 締 役 岩 本 　 朗 監 査 委 員
株式会社アドバンテッジア
ドバイザーズ代表取締役

取 締 役 徳　尾　陽太郎 報 酬 委 員
株式会社アドバンテッジア
ドバイザーズ ディレクター

（注）１．取締役中河光雄氏、同酒見康史氏、同岩本朗氏および同徳尾陽太郎氏は、社外取締役

です。

　　　２．監査委員長である中河光雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に

　　　　　関する相当程度の知見を有しております。

　　　３．当社は、中河光雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、　　　

　　　　　同取引所に届け出ております。

      ４．当事業年度中における取締役の担当および重要な兼職の異動の状況について

　　　　　取締役徳尾陽太郎氏は、平成25年10月29日付で報酬委員に就任しております。

②　執行役

地 位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表執行役社長 各 務 嘉 郎 取 締 役 の 状 況 を 参 照

代表執行役専務 松 室 伸 二 取 締 役 の 状 況 を 参 照
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(2) 取締役及び執行役に支払った報酬等の総額

区　　  分 支給人員 支 給 額

取 締 役 ６名 78,396千円

（ う ち 社 外 取 締 役 ） （４名） （13,500千円）

合 計 ６名 78,396千円

（注）執行役を兼務する取締役は、取締役に含めております。

(3) 事業年度中に退任した取締役

　　該当事項はありません。

(4) 当事業年度に係る各会社役員の報酬等の額またはその算定方法に係る決
定に関する方針

①　報酬委員会は、社内取締役１名と社外取締役３名で構成されており、株

主をはじめ第三者に対する説明責任を果たし得る公正かつ合理性の高い報

酬内容を決定することを基本方針としております。

②　取締役（社外取締役を除く）報酬は、執行役に対する監視・監督機能を

健全に機能させることにより会社利益に貢献するという観点から各取締役

の役割（代表執行役兼務取締役、執行役兼務取締役、執行役を兼務しない

取締役）をベースとした基本的報酬としての「固定報酬」と、業績責任の

遂行結果となる「業績連動報酬」、株主と株価の上昇リスクおよび下落リ

スクを共有するため自社株保有ガイドラインに基づく役員持株会への拠出

による「自社株式取得報酬」で構成しております。

  社外取締役については「固定報酬」のみとなっております。

③　執行役報酬は、管掌部門における職責を充分に果たし、積極的な職務執

行を行うことにより会社利益に貢献するという観点に基づき、「固定報酬」

に加え取締役同様の「業績連動報酬」、「自社株式取得報酬」を採用して

おります。
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(5) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役中河光雄氏はグローバル監査法人代表社員を兼務しておりますが、

当社はグローバル監査法人との間に特別な関係はありません。

・取締役酒見康史氏は株式会社松風の社外監査役でありますが、当社は株

式会社松風との間に特別な関係はありません。

・取締役岩本朗氏は株式会社アドバンテッジアドバイザーズの代表取締役

を兼務しており、当社と株式会社アドバンテッジアドバイザーズとは事

業提携契約を締結しております。

・取締役徳尾陽太郎氏は株式会社アドバンテッジアドバイザーズのディレ

クターを兼務しており、当社と株式会社アドバンテッジアドバイザーズ

とは事業提携契約を締結しております。

②　当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

取締役 中 河 光 雄

公認会計士としての専門性に基づき、豊富な実務経験と

幅広い見識から、取締役会において、取締役会の意思決定の

妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

また、監査委員会においても内部監査および決算プロセスに

ついて適宜必要な発言を行っております。

取締役 酒 見 康 史

弁護士としての専門性に基づき、豊富な実務経験と幅広い見

識から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための発言を行っております。

また、監査委員会においても法令遵守について適宜必要な発

言を行っております。

取締役 岩 本 　 朗

他社における取締役としての豊富な経験と幅広い見識から、

取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を

確保するための発言を行っております。

また、監査委員会においても内部統制について適宜必要な発

言を行っております。

取締役 徳　尾　陽太郎

他社における幹部社員としての豊富な実務経験と幅広い見識

から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適

正性を確保するための発言を行っております。
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　各社外取締役は、取締役岩本朗氏が取締役会１回を欠席した以外は、当

事業年度に開催された計15回の取締役会および各人が所属する委員会（監

査委員会14回、報酬委員会２回、指名委員会２回）に全て出席しておりま

す。

　なお、取締役徳尾陽太郎氏は、平成25年10月29日開催の第20回定時株主

総会において取締役に選任され就任したため、同日に開催された取締役会

から出席しております。

　なお、同氏就任後の当事業年度の取締役会の開催回数は11回、報酬委員

会の開催回数は２回であります。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第26条の規

      定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。

③　責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役とは、会社法第427条第１項および当社定款第28条第

２項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は1,000万

円または法令が規定する額のいずれか高い額としております。
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(6) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　京都監査法人

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

22,000千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当

事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき、会計監査人を

解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最

初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の

理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要

　会計監査人と締結している個別の責任限定契約はありません。
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５．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主各位に対し利益還元を継続して行うことを経営の重要課題の

一つとして認識しております。剰余金の配当に関しましては、財務体質の強

化と内部留保の充実を考慮した上で、将来の事業拡大を総合的に勘案し、適

切に実施していく方針であります。

　また、当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰

余金の配当等を行うことができる旨、定款に定めておりますが、期末配当の

年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　なお、当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき、普通株式

については１株当たり10円、Ａ種優先株式については発行時に定められたＡ

種優先株式発行要項に基づき、１株当たり2,507円の配当を実施することを決

定いたしました。
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６．業務の適正を確保するための体制

当社は、内部統制システムを適切に構築し、運用することにより、業務執行

の公正性および効率性を確保することが重要な経営課題であるとの認識から、

当社の業務の適正を確保するために以下のとおり取締役会で決定し実践してお

ります。

（１）監査委員会の職務の執行のために必要な体制と事項

①　監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取

締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

（a）当社は、監査委員会の直属の組織として、監査委員会事務局を設置し、

執行役からの指揮命令を受けずに監査委員会を補助する組織・要員を

確保する。

（b）監査委員会事務局には監査が実効的に行われるために、必要に応じて

監査情報を提供し監査職務の遂行を専門的な立場から補佐することを

目的として関連部署との兼務発令を受けた使用人を配置できる。

（c）監査委員会事務局の所属員については、執行役からの独立性の確保に

留意し、特に兼務発令を受けた使用人の属する所属の長の指揮命令を

受けない体制とする。なお、事務局に所属する使用人の人事、給与に

関する事項については、執行役からの独立性の確保に留意し、監査委

員会の同意がなければこれを行うことができない。

②　執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委

員会への報告に関する体制

　当社は、当社およびグループ会社の業務または業績に影響を及ぼす重要

な事項を中心に、重要会議への監査委員および監査委員会出席、代表執行

役等との定期的な意見交換機会の確保、その他執行役および使用人から監

査委員会への個別報告を通じ、監査委員会への適切な報告体制を確保する。

③　その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社は、監査委員会が監査職務を遂行するにあたり、内部監査部門から

監査等の結果の報告を受けるとともに、必要に応じ内部監査部門に対して

調査を求める等、内部監査部門との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実

施するための体制を確保する。
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（２）執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、

　　　その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制

①　執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、執行役の意思決定および職務執行に係る情報（常務会、経営幹

部会等、各種会議の議事録および資料等）について、「文書管理規程」等

に基づいて適切に管理し、「文書保存期間一覧表」に従い適切に保存およ

び管理を行う。

②　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（a）当社は、リスク管理を経営戦略の重要事項と位置づけ、グループ全体

のリスク管理体制を構築しその有効性・適切性を維持し経営の健全性

と安定収益の確保を図る。

（b）グループ全体のリスク管理状況を把握・管理するため、「リスク管理

委員会」を設け「リスク管理規程」に従いリスクマネジメントを実践

する。

③　執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、「取締役会規程」および「職務権限規程」等により、執行役の

権限および責任の範囲を適切に定め、執行役が効率的に職務執行する体制

を確保する。また、経営上重要な事項については、常務会、経営幹部会に

おける協議を行い、そのうち、経営方針および経営戦略に関わる重要事項

については、常務会での審議を経て取締役会で審議し決定する。

④　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

　当社は、コンプライアンス（法令等遵守）に係る基本方針および会社に

おけるコンプライアンス推進のための基本事項を定めた「コンプライアン

ス規程」を制定するとともに、代表執行役社長を委員長とする「リスク管

理委員会」においてコンプライアンスに係る個別課題について協議・決定

を行う。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

（a）当社は、「関係会社管理規程」等に基づき、各グループ会社の管理等

を効率的に行うとともに、各グループ会社の適正な業務運営のための

管理体制およびコンプライアンス・リスク管理体制の整備を支援する。

－ 19 －
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（b）当社の内部監査部門は、当社およびグループ会社の内部監査を定期的

に実施し、指摘事項に対する改善策の進捗状況を確認するとともに、

当社の取締役等に適宜状況を報告する。

（c）当社およびグループ会社は、グループ間取引に際し不適切な取引の発

生防止に努める。

　　◎ 事業報告中の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しております。

－ 20 －
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成26年７月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

4,515,867

1,820,006

1,602,020

308,595

184,964

472,530

69,387

65,354

△6,991

1,542,663

1,034,543

386,779

1,251

150,185

492,318

3,784

223

137,125

137,125

370,994

246,042

124,952

流 動 負 債 2,025,807

買 掛 金 350,391

短 期 借 入 金 890,000

1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 102,000

1年内返済予定の長期借入金 275,417

未 払 金 266,636

未 払 法 人 税 等 49,580

賞 与 引 当 金 35,533

そ の 他 56,247

固 定 負 債 901,391

社 債 200,000

長 期 借 入 金 542,846

退職給付に係る負債 73,684

そ の 他 84,860

負 債 合 計 2,927,199

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,113,184

資 本 金 462,150

資 本 剰 余 金 1,460,476

利 益 剰 余 金 1,190,557

その他の包括利益累計額 18,147

為替換算調整勘定 18,147

純 資 産 合 計 3,131,331

資 産 合 計 6,058,530 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,058,530

－ 21 －
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連 結 損 益 計 算 書

(平成25年８月１日から
平成26年７月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,509,922

売 上 原 価 2,179,064

売 上 総 利 益 3,330,858

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,769,799

営 業 利 益 561,058

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,149

物 品 売 却 益 4,346

そ の 他 8,612 14,109

営 業 外 費 用

支 払 利 息 32,737

売 上 割 引 8,141

為 替 差 損 14,549

開 業 費 償 却 23,469

そ の 他 4,367 83,264

経 常 利 益 491,903

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 5,229 5,229

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,115 3,115

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 494,016

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 77,207

法 人 税 等 調 整 額 17,925 95,132

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 398,884

当 期 純 利 益 398,884

－ 22 －
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連結株主資本等変動計算書

(平成25年８月１日から
平成26年７月31日まで)

  （単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 本 合 計

平成25年８月１日　残高 462,150 1,460,476 845,846 2,768,473

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △54,173 △54,173

当 期 純 利 益 398,884 398,884

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－

連結会計年度中の変動額合計 － － 344,710 344,710

平成26年７月31日　残高 462,150 1,460,476 1,190,557 3,113,184

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計為  替  換  算
調  整  勘  定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

平成25年８月１日　残高 △23,554 △23,554 2,744,919

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △54,173

当 期 純 利 益 398,884

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

41,701 41,701 41,701

連結会計年度中の変動額合計 41,701 41,701 386,412

平成26年７月31日　残高 18,147 18,147 3,131,331

－ 23 －

連結株主資本等変動計算書



2014/09/26 14:52:38 / 14020571_シーシーエス株式会社_招集通知

連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　５社

・主要な連結子会社の名称　　　CCS America, Inc.

CCS Europe N.V.

CCS Asia PTE.LTD.

東莞鋭視光電科技有限公司

CCS-ELUX LIGHTING ENGINEERING PVT.LTD.

②　非連結子会社の状況

　該当事項はありません。

(2) 連結の範囲の変更に関する注記

　当連結会計年度において、東莞鋭視光電科技有限公司を新たに設立したため、連結の範囲

に含めております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　東莞鋭視光電科技有限公司の決算日は12月末日であります。連結計算書類の作成にあたっ

ては、６月末日で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。ただし、連結決算

日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

　CCS-ELUX LIGHTING ENGINEERING PVT.LTD.の決算日は３月末日であります。連結計算書類

の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しておりま

す。

　その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

　　・その他有価証券

　　　時価のあるもの　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しておりま

す。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）

　　　時価のないもの　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．デリバティブ　　　　　　　　時価法を採用しております。

－ 24 －
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ハ．たな卸資産

・商品、製品、仕掛品、原材料　主として移動平均法による原価法を採用しております。

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

・貯蔵品　　　　　　　　　　　主として最終仕入原価法による原価法を採用しており

ます。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

当社は定率法を採用しております。但し、平成10年４

月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は

定額法によっております。

また、在外連結子会社は定額法を採用しております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社使用のソフト

ウェアについては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

ハ．リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等の特定の債

権については個別に回収可能性を考慮し、回収不能見

込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与に備えるため、賞与支給

見込額の内、当連結会計年度に負担すべき額を計上し

ております。

④　重要な繰延資産の処理方法

開業費　　　　　　　　　　　支出時に全額費用処理しております。

⑤　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法　　　　　　金利スワップ取引については、特例処理の要件を満た

しているため、特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　　ヘッジ手段…金利スワップ

　ヘッジ対象…借入金

ハ．ヘッジ方針　　　　　　　　　市場金利の変動リスクを回避することを目的として

おり、投機的な取引は行わない方針であります。

ニ．ヘッジの有効性評価の方法　　金利スワップは特例処理の要件を満たしており、有効

性の評価を省略しております。

－ 25 －
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⑥　その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る会計処理の方法

当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

ロ．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職

給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当連結会計

年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本

文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務を従来の「退職給付引当金」から「退職給

付に係る負債」として計上する方法に変更しております。

　なお、簡便法を適用しているため、当該変更による純資産に与える影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「資産除去債務」

（当連結会計年度は14,058千円）および「繰延税金負債」（当連結会計年度は494千円）

は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表

示しております。

４．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物及び構築物 284,550千円

土地 492,318千円

計 776,868千円

②　担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 175,693千円

長期借入金 263,333千円

計 439,027千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,032,965千円

－ 26 －

連結注記表



2014/09/26 14:52:38 / 14020571_シーシーエス株式会社_招集通知

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 20,690株 4,117,310株 －株 4,138,000株

Ａ 種 優 先 株 式 5,103株 －株 －株 5,103株

（注）平成26年２月１日付にて実施した株式分割（普通株式１株を200株に分割）に伴い、普通株

式の発行済株式の総数は、4,117,310株増加しております。

(2) 自己株式の数に関する事項

 該当事項はありません。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）

１株当たり配

当 額（円）
基 準 日 効力発生日

平成25年９月26日

取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 41,380 2,000 平成25年７月31日 平成25年10月15日

Ａ種優先株式 利益剰余金 12,793 2,507 平成25年７月31日 平成25年10月15日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち､配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）

１株当たり配

当 額（円）
基 準 日 効力発生日

平成26年９月25日

取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 41,380 10 平成26年７月31日 平成26年10月14日

Ａ種優先株式 利益剰余金 12,793 2,507 平成26年７月31日 平成26年10月14日

(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

－ 27 －
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６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につい

ては銀行借入による方針であります。また、デリバティブ取引は、借入金の金利変動リス

クを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リス

クに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理

を行うとともに、回収遅延債権については、定期的に営業部門へ報告され、個別に把握及

び対応を行う体制としております。また、年１回与信管理限度額水準の見直しを行ってお

り、信用リスクの低減を図っております。

　営業債務である買掛金は１年以内の支払期日であります。

　借入金および社債は運転資金及び設備投資資金であります。変動金利の借入金は、金利

の変動リスクに晒されておりますが、一部の長期借入金については、金利変動リスクを回

避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手

段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例

処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。社

債は固定金利となっております。

　また、これら営業債務、借入金及び社債は、流動性リスクに晒されていますが、資金繰

計画を作成するなどの方法により管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成26年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。

連結貸借対照表

計上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 　現金及び預金 1,820,006 1,820,006 －

(2) 　受取手形及び売掛金 1,602,020 1,602,020 －

資産計 3,422,027 3,422,027 －

(1) 　買掛金 350,391 350,391 －

(2) 　短期借入金 890,000 890,000 －

(3) 　社債 302,000 298,582 △3,417

(4) 　長期借入金 818,264 813,010 △5,254

　負債計 2,360,655 2,351,984 △8,671

　デリバティブ取引 － － －

　※　社債には、１年内償還予定の社債が含まれております。

　※　長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金が含まれております。

－ 28 －
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（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

（１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

負　債

（１）買掛金、（２）短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

（３）社債

　社債の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の社債発行を行った場

合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（４）長期借入金

　長期借入金の時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反

映していると考えられるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特

例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の

合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り

引いて算定する方法によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額

を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。

デリバティブ取引

　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と

一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記

載しております（上記（４）参照）。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 511円93銭

(2) １株当たり当期純利益 96円28銭

（注）平成26年２月１日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。こ

れに伴い、１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益は当連結会計年度の期首に当

該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

８．重要な後発事象に関する注記

　　該当事項はありません。

（注）連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書の記載金額は、表示単位

未満の端数を切り捨てて表示しております。

－ 29 －
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貸　借　対　照　表
（平成26年７月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

3,410,076

1,121,981

421,515

953,558

214,907

171,396

427,895

56,932

46,423

△4,535

1,814,620

1,005,117

384,436

1,743

123

122,486

492,318

3,784

223

133,508

133,117

390

675,995

339,868

80,086

246,042

9,997

流 動 負 債 1,744,499

買 掛 金 168,807

短 期 借 入 金 890,000

１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 102,000

１年内返済予定の長期借入金 275,417

未 払 金 206,601

未 払 法 人 税 等 29,300

賞 与 引 当 金 31,204

そ の 他 41,167

固 定 負 債 900,897

社 債 200,000

長 期 借 入 金 542,846

退 職 給 付 引 当 金 73,684

そ の 他 84,366

負 債 合 計 2,645,396

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,579,299

資 本 金 462,150

資 本 剰 余 金 1,460,476

資 本 準 備 金 127,450

その他資本剰余金 1,333,026

利 益 剰 余 金 656,673

その他利益剰余金 656,673

固定資産圧縮積立金 21

別 途 積 立 金 340,000

繰越利益剰余金 316,651

純 資 産 合 計 2,579,299

資 産 合 計 5,224,696 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,224,696

－ 30 －
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損　益　計　算　書

(平成25年８月１日から
平成26年７月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 4,705,812

売 上 原 価 1,981,023

売 上 総 利 益 2,724,788

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,358,206

営 業 利 益 366,581

営 業 外 収 益

受 取 利 息 287

受 取 配 当 金 44,593

物 品 売 却 益 4,346

そ の 他 3,315 52,542

営 業 外 費 用

支 払 利 息 32,737

売 上 割 引 8,141

為 替 差 損 7,406

そ の 他 3,597 51,883

経 常 利 益 367,240

税 引 前 当 期 純 利 益 367,240

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 22,074

法 人 税 等 調 整 額 29,004 51,079

当 期 純 利 益 316,161

－ 31 －
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株主資本等変動計算書

（平成25年８月１日から
平成26年７月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金

固定資産圧縮
積 立 金

平 成 2 5 年 ８ 月 １ 日 残 高 462,150 127,450 1,333,026 1,460,476 31

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 △10

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － － － △10

平 成 2 6 年 7 月 3 1 日 残 高 462,150 127,450 1,333,026 1,460,476 21

株主資本

純資産合計

利益剰余金

株 主 資 本
合 計

その他利益剰余金

利 益
剰 余 金
合 計別 途 積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

平 成 2 5 年 ８ 月 １ 日 残 高 340,000 54,653 394,685 2,317,311 2,317,311

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 10 － － －

剰 余 金 の 配 当 △54,173 △54,173 △54,173 △54,173

当 期 純 利 益 316,161 316,161 316,161 316,161

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － 261,998 261,988 261,988 261,988

平 成 2 6 年 7 月 3 1 日 残 高 340,000 316,651 656,673 2,579,299 2,579,299

－ 32 －
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　・子会社株式　　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

　・その他有価証券

　　時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しておりま

す。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

　　時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

②　デリバティブ　　　　　　　　時価法を採用しております。

③　たな卸資産

・商品、製品、原材料、仕掛品　移動平均法による原価法を採用しております。（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）

・貯蔵品　　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法を採用しております。（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額

法によっております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社使用のソフトウェ

アについては、社内における見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

③　リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

－ 33 －
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(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を考慮し、回収不能見込額を計

上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　従業員に対する賞与支給に備えるため、賞与支給見込額

の内、当事業年度に負担すべき金額を計上しておりま

す。

③　退職給付引当金　　　　　　　従業員に対する退職金給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　　　　　金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たし

ているため、特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　ヘッジ手段…金利スワップ

　ヘッジ対象…借入金

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　市場金利の変動リスクを回避することを目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針であります。

④　ヘッジの有効性評価の方法　　金利スワップは特例処理の要件を満たしており、有効性

の評価を省略しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

３．表示方法の変更に関する注記

（貸借対照表）

　前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「前払費用」（当事業年度

は44,922千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて

表示しております。

　前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「出資金」（当事

業年度は60千円）および「長期前払費用」（当事業年度は9,337千円）は、金額的重要性が乏

しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

－ 34 －
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　前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払費用」（当事業年度

は14,004千円）および「預り金」（当事業年度は12,902千円）は、金額的重要性が乏しくな

ったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

　前事業年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「資産除去債務」（当事業

年度は14,058千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含

めて表示しております。

４．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物 284,550千円

土地 492,318千円

合計 776,868千円

②　担保に係る債務

1年内返済予定の長期借入金 175,693千円

長期借入金 263,333千円

合計 439,027千円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務 短期金銭債権 142,965千円

短期金銭債務 2,477千円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 992,256千円

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高 売上高 1,070,745千円

仕入高 28,439千円

販売費及び一般管理費 14,143千円

営業取引以外の取引高 53,459千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

－ 35 －
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７．税効果会計に関する注記

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

一括償却資産 2,972千円

賞与引当金 11,077

退職給付引当金 26,402

たな卸資産 35,423

資産除去債務 4,990

関係会社株式評価損 495,953

繰越欠損金 53,581

その他 10,521

繰延税金資産小計 640,924

評価性引当額 △336,729

繰延税金資産合計 304,195

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △869

前払退職年金費用 △338

固定資産圧縮積立金 △11

繰延税金負債合計 △1,219

繰延税金資産の純額 302,975

（２）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布

され、平成26年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことにな

りました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、

平成26年８月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の

37.9％から35.5％になります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は7,200

千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

－ 36 －
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８．リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、ソフトウェアの一部については、所有権移転外フ

ァイナンス・リース契約により使用しております。

９．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社

種 類
会 社 等 の

名 称

議 決 権 等 の 所 有

（被 所 有）割 合

（ ％ ）

関連当事者

と の 関 係

取 引

内 容

取 引 金 額

（ 千 円 ）
科 目

期 末 残 高

（ 千 円 ）

子会社 CCS Europe N.V. 直接99.9％
当社製品の販売

役員の兼任
売上高（注）１ 607,934 売 掛 金 79,101

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．製品の販売については、市場価格等を勘案し、取引条件を決定しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

１０．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 378円52銭

(2) １株当たり当期純利益 76円31銭

（注）平成26年２月１日付で、普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。

これに伴い、１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益は当事業年度の期首に当該

株式分割が行われたと仮定して、算定しております。

１１．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

（注）貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の記載金額は、表示単位未満の端数を

切り捨てて表示しております。

－ 37 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年９月12日

シーシーエス株式会社

取締役会　御中

京都監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 松　　永　　幸　　廣 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中　　村　　　　　源 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、シーシーエス株式会社の平成25年８
月１日から平成26年７月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、シーシーエス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　　上

－ 38 －

連結会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年９月12日

シーシーエス株式会社

取締役会　御中

京都監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 松　　永　　幸　　廣 
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 中　　村　　　　　源 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、シーシーエス株式会社の平成
25年８月１日から平成26年７月31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査
を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　　上

－ 39 －

個別会計監査報告
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監査委員会の監査報告書

監　査　報　告　書

　当監査委員会は、平成25年８月１日から平成26年７月31日までの第21期事業

年度における取締役及び執行役の職務の執行について監査いたしました。その

方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取

締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス

テム）について取締役及び執行役並びに使用人等からその構築及び運用の状況

について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明し、かつ、

監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と

連係の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に関

する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子

会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図

り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務

の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各

号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会

計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそれらの附属明細書

並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結注記表）につき検討いたしました。

－ 40 －

監査委員会の監査報告書
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

二 取締役及び執行役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは

定款に違反する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容、並び

に取締役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら

れません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　会計監査人京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　　会計監査人京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成26年９月19日

シーシーエス株式会社　監査委員会

監査委員長 中 河 光 雄 

監 査 委 員 酒 見 康 史 

監 査 委 員 岩 本 　 朗 

(注) 監査委員長中河光雄、監査委員酒見康史及び同岩本朗は、会社法第２条第

15号及び第400条第３項に規定する社外取締役であります。

以上

－ 41 －

監査委員会の監査報告書
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株主総会参考書類

議案　取締役６名選任の件

取締役全員(６名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、指名委員会の決定に基づき、取締役６名の選任をお願いするも

のであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所有する
当 社
株式の数

（普通株式）

１
かが

各
 

　
み

務
 

　
よし

嘉
 

　
ろう

郎
(昭和22年４月３日生)

昭和45年４月　松下電工株式会社（現 パナソニック

株式会社）入社

平成９年12月　同社技術企画室長

平成17年12月　同社理事

平成20年５月　当社顧問

平成20年８月　当社入社　技術開発本部長

平成20年10月　当社取締役

平成21年10月　当社取締役兼執行役技術・研究開発

部門担当

平成23年10月　当社取締役兼常務執行役生産部門担

当

平成24年２月　当社取締役兼代表執行役社長、

　　　　　　　現在に至る

（当社における地位および担当）

指名委員長

19,700株

－ 42 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所有する
当 社
株式の数

（普通株式）

２
まつ

松
むろ

室
しん

伸
じ

二
（昭和24年５月１日生）

平成13年２月　イシンホーム株式会社（現 株式会社

イシンホールディングス）入社

平成13年３月　同社管理部長

平成13年５月　同社取締役

平成16年11月　当社入社

平成16年12月　当社経理部長

平成17年10月　当社取締役管理本部長

平成19年２月　当社取締役管理本部・内部統制担当

平成19年８月　当社取締役内部統制担当

平成19年10月　当社常勤監査役

平成21年10月　当社取締役

平成22年５月　当社取締役兼執行役管理部門担当兼

内部統制担当

平成23年10月　当社取締役兼常務執行役管理部門担

当

平成24年８月　当社取締役兼代表執行役専務、

　　　　　　　現在に至る

（当社における地位および担当）

報酬委員長

（重要な兼職の状況）

CCS-ELUX LIGHTING ENGINEERING PVT.LTD.

マネージングディレクター

15,700株

－ 43 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所有する
当 社
株式の数

（普通株式）

３
なか

中
がわ

河
みつ

光
お

雄
（昭和29年４月８日生）

昭和52年11月　監査法人朝日会計社京都事務所（現

有限責任あずさ監査法人）入社

平成８年２月　中河会計事務所開設、現在に至る

平成９年７月　グローバル監査法人設立、代表社

員、現在に至る

平成21年10月　当社取締役、現在に至る

（当社における地位および担当）

監査委員長、指名委員、報酬委員

（重要な兼職の状況）

グローバル監査法人代表社員

3,700株

４
さけ

酒
み

見
やす

康
し

史
（昭和33年12月24日生）

平成３年４月　弁護士登録、現在に至る

平成16年６月　株式会社松風社外監査役、

　　　　　　　現在に至る

平成21年10月　当社取締役、現在に至る

（当社における地位および担当）

指名委員、報酬委員、監査委員

（重要な兼職の状況）

株式会社松風社外監査役

3,700株

－ 44 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所有する
当 社
株式の数

（普通株式）

５
いわ

岩
もと

本
 

　
あきら

朗
（昭和37年10月15日生）

昭和61年４月　株式会社日本長期信用銀行（現　株

式会社新生銀行）入行

平成10年８月　A.T.カーニー株式会社入社

平成13年８月　株式会社アドバンテッジパートナー

ズ（現　アドバンテッジパートナー

ズ有限責任事業組合）入社

平成17年５月　株式会社ダイエー取締役、

　　　　　　　株式会社オーエムシーカード（現　

株式会社セディナ）取締役

平成19年３月　株式会社ニッセン（現　株式会社ニ

ッセンホールディングス）取締役

平成19年10月　株式会社アドバンテッジアドバイザ

ーズ代表取締役、現在に至る

平成23年７月　当社取締役、現在に至る

（当社における地位および担当）

監査委員

（重要な兼職の状況）

株式会社アドバンテッジアドバイザーズ代表取締役

―株

６
とく

徳
 

　
お

尾
 

　
よう

陽
た

太
ろう

郎
（昭和52年２月３日生）

平成13年４月　アーサー・Ｄ・リトル株式会社入社

平成19年７月　アドバンテッジパートナーズ有限責

任事業組合入社

平成20年６月　株式会社アドバンテッジアドバイザ

ーズ出向　ヴァイスプレジデント

平成25年６月　同社ディレクター、現在に至る

平成25年10月　当社取締役、現在に至る

（当社における地位および担当）

報酬委員

（重要な兼職の状況）

株式会社アドバンテッジアドバイザーズ　ディレクター

―株

（注）　1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　2.中河光雄氏は、社外取締役候補者であります。

－ 45 －

取締役選任議案
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　　　　　　中河光雄氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士の資格と長年企業の監査

業務に従事した実務経験を有しており、公認会計士としての豊富な経験と高度な専門

知識を当社の経営に反映していただくことを期待したためであります。なお、同氏は、

過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、

上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断して

おります。また、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ており、同氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員

となる予定であります。

　　　　3.酒見康史氏は、社外取締役候補者であります。

　　　　　　酒見康史氏を社外取締役候補者とした理由は、長年に亘る弁護士としての豊富な実

務経験と幅広い見識、高度な法律知識を有しており、当社の経営に対する適切な監督

が期待できるとともに、他の企業においてその経営に対する適切な監督を現に行って

いることであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の

経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その

職務を適切に遂行できるものと判断しております。

　　　　4.岩本朗氏は、社外取締役候補者であります。

　　　　　　岩本朗氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社アドバンテッジアドバイザー

ズにおける経営者としての豊富な実務経験と幅広い見識を当社の経営に反映していた

だくことを期待したためであります。

　      5.徳尾陽太郎氏は、社外取締役候補者であります。

　　　　　　徳尾陽太郎氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社アドバンテッジアドバイ

ザーズにおける幹部社員としての豊富な実務経験と幅広い見識を当社の経営に反映し

ていただくことを期待したためであります。

　　　　6.社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）

　　　　　　中河光雄氏および酒見康史氏は５年間、岩本朗氏は３年３ヶ月間、徳尾陽太郎氏は

１年間、就任しております。

　　　　7.社外取締役との責任限定契約について

　　　　　　当社は、現在、社外取締役に就任している中河光雄氏、酒見康史氏、岩本朗氏およ

び徳尾陽太郎氏との間で、それぞれ社外取締役がその期待される役割を十分に発揮で

きるように、会社法第427条第１項および当社定款第28条第２項の規定に基づき、会社

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基

づく損害賠償責任の限度額は1,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額と

しております。

　　　　　　また、上記の社外取締役候補者４氏の再任が承認され就任したときは、当該契約は

再任後の行為についても効力を有します。

以上

－ 46 －

取締役選任議案
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株主総会会場ご案内

会　場　京都市上京区烏丸通り下長者町上ル龍前町605番地

京都ガーデンパレス

２階　葵の間

電話：075－411－0111

上長者町通

中立売通

一条通

下長者町通

出水通

下立売通

今出川通

丸太町通烏
丸
通

地
下
鉄
烏
丸
線

丸太町駅
２番出口

当　　　　　社

京都御所

Ｎ

京都ガーデンパレス

地下鉄烏丸線丸太町駅　２番出口から徒歩８分

地図




